
社会福祉法人豊田市福祉事業団 職員倫理綱領 

 

 

基本理念 

 

私たち豊田市福祉事業団職員は、個人の尊厳と人権の尊重に基づく倫理観を共有し、多

様な福祉サービスが、障がいのある人の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫

し、一人ひとりの自分らしい暮らしと福祉の向上に貢献します。 

 

 

１．個人の尊厳 

 

私たちは、一人ひとりの個性、主体性、可能性を尊び、かけがえのない存在として大

切にし、その生命と心と身体の安全を守ります。 

 

 

２．人権の尊重 

 

私たちは、差別、虐待など、いかなる人権侵害も許さず、一人ひとりの権利を尊重し

ます。 

 

 

３．専門的な支援 

 

私たちは、絶えず研鑽を重ね、自らの持てる専門的な知識や技術を活かし、一人ひと

りが豊かな生活を実感し、充実した生活を送ることができるよう支援します。 

 

 

４．地域での共生 

 

私たちは、自らの役割と使命を自覚し、地域における障がい福祉の向上を中核的に推

進し、地域で支え合う仕組みを共に創ります。 

 

 

５．公正な事業活動 
 

私たちは、法令等を遵守するとともに、公正かつ効率的な事業活動を行います。 


